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－ 議  事  次  第 － 
 

 

 

 １．日 時  平成２０年２月２２日（金）１０：００～１２：００ 

  

 ２．場 所  東海大学校友会館「望星の間」 

 

 ３．議 題 

 

  （１）開 会 

 

（２）患者・被験者の諸権利に関する検討 

      

 

 

 

     【配付資料】 

・資料１：安藤委員資料（1点） 

            ・資料２：飯沼委員資料（3点） 

   ・資料３：谷野委員資料（2点＋回覧資料） 

・資料４：中島委員資料（1点） 

・資料５：日野委員資料（1点） 

・資料６：宮崎委員資料（1点） 



 

 

 
「ハンセン病問題に関する検証会議の提言に 

基づく再発防止検討会」に係る委員名簿 
 

                                              平成 20 年 2 月 22 日現在   

  氏   名  所   属   等 

 秋  葉  保 次  （社）日本薬剤師会 相談役 

 安  藤  高 朗  （社）全日本病院協会 副会長 

 飯  沼  雅 朗  （社）日本医師会 常任理事 

 内  田  博 文  九州大学法学研究院 教授 

 太  田  謙 司  （社）日本歯科医師会 常務理事 

 尾  形  裕 也   九州大学医学研究院 教授 

 畔
くろ

  柳
やなぎ

  達 雄  弁護士 

 谺
こだま

     雄 二  違憲国賠訴訟全国原告団協議会 会長 

 鈴  木  利 廣  明治大学法科大学院 教授 

 高  橋  茂 樹  弁護士／医師 

 多田羅  浩 三  放送大学 教授 

 田  中    滋  慶應義塾大学大学院 教授 

 谷  野  亮 爾   （社）日本精神科病院協会 副会長 

 中  島  豊 爾   （社）全国自治体病院協議会 副会長 

 花  井  十 伍  全国薬害被害者団体連絡協議会 会長 

 日  野  頌 三   （社）日本医療法人協会 副会長 

 藤  崎  陸 安  全国ハンセン病療養所入所者協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 宮  崎  忠  明   （社）日本病院会 副会長  

   ◎は座長 ＊は座長代理 

◎ 

＊ 























目次一覧
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全日病のおすすめ情報

全日病・四病協 最近の活
動情報

医療行政関連の重要情報

全日病の理念・行動基準
戻る

全日病協会の理念、病院の行動基準(倫理綱領）の策定に関する基本的考え方

全日本病院協会（全日病）の目的は、定款に明記されているごとく、「日本全病院の一致

協力によって、病院の向上発展とその使命遂行とを図り、社会の福祉増進に寄与すること」

である。

その目的を達成するために、各種事業をすることも明記している。しかし、これらの事業の目

指すべき理念や行動基準は明確には定められていない。

『病院のあり方に関する報告書 2000年版』の中で提言し、機関決定されたごとく、全日

病として、病院のあり方に関する基本的考え方を理念および行動基準（倫理綱領）として制

定し、それを社会および会員病院に示すことが必要である。

報告書には、「組織的医療を提供する病院の団体として、病院のあり方を検討し、病院や

病院団体の進むべき方向を示すことが、全日病の重要な役割であり、ここに本報告書を出

版する意義がある。その精神を説明するものとして、病院理念と病院行動基準を作成するこ

とが必要である。さらに、全日病はこのような活動を推進し、会員病院が各々の理念を明示

し、行動基準を作成し、その内容を実践するための支援をする必要がある。」「医療を提供す

るに当たっては、経営を考えると同時に、社会的責任を考慮しなければならないため、組織

（企業）倫理の確立が求められているのである。」と述べられている。

病院のあり方に関する基本的考え方を定めるに当たり、立て前や理想を掲げるだけではな

く、理想を目指しつつ、しかも現実をふまえた実現可能な方策が必要である。その基本的考

え方は、以下の3つである。

(1)病院を組織として機能させること

(2)患者・家族・地域・職員等すべての関係者との信頼関係に基づくこと

(3)病院は社会的存在であるとの認識に立つこと

この基本的な考え方に立って、全会員よりいただいたアンケート結果も参考に検討し、全日

本病院協会の理念を策定すると共に、会員病院における行動基準（倫理綱領）策定のため

の例示を掲げた。

全日本病院協会の理念

全日本病院協会（全日病）は、関係者との信頼関係に基づいて、病院経営の質の向上に

努め、良質、効率的かつ組織的な医療の提供を通して、社会の健康および福祉の増進を

図ることを使命とする。

病院の行動基準（倫理綱領）

私たち（全日病会員）の病院は

公正な医療を提供します。

医療の質の向上に努めます。

患者や家族との信頼関係に基づいた医療を提供します。

患者志向の医療を提供します。

安心して医療を提供し、安心して医療を受けることができる体制を創ります。

社会の一員としての責任を果たします。

行動基準（倫理綱領）詳細

私たち（全日病会員）の病院は
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公正な医療を提供します。

差別なく、緊急性・必要性に応じて適切な医療を提供します。

科学的な医療を提供します。

法律に基づいて医療を提供します。

医療の質の向上に努めます。

組織的な医療を提供します。

科学的な医療を提供します。

効率的な医療を提供します。

良質な医療を提供します。

継続的に研修・研鑽します。

患者や家族との信頼関係に基づいた医療を提供します。

患者志向の医療を提供します。

納得できるように、分かりやすく説明をします。

患者本人に医療情報を提供します。

患者の意思を尊重して（選択に基づいた）医療を提供します。

プライバシーを尊重します。

安心して医療を提供し、安心して医療を受けることができる体制を創ります。

医療従事者も患者も満足できる医療体制を創ります。

安全への対応と事故防止に努めます。

社会の一員としての責任を果たします。

医療経営（運営）の成果を他の医療機関・患者・地域社会等に還元します。

環境保全・保護に努めます。

安全管理・確保に努めます。

省資源・省エネルギーに努めます。

リサイクル・廃棄物処理に留意します。

以上のことをおこなうために、患者さんのご協力をお願いいたします。

（資料：賢い患者になるための10ヶ条参照）

地域の皆様のご支援とご協力をお願いいたします。
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ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会 

平成 20年 2月 22日 

中島豊爾 

（独）岡山県精神科医療センター 理事長・院長 

 

 

(1) 患者の権利擁護に関する現状の取り組み 

１． 日本精神神経学会 

・精神科病院の打ち続く不祥事（宇都宮病院事件、大和川病院事件等）を受

けて、「精神医療と法委員会」において実地調査と再発防止策の提言を行

ってきた。 

・臨床研究のなかに人権侵害と考えられるものが複数あり、「研究と人権問

題委員会」で調査提言を行った。これらをもとに「臨床研究における倫理

綱領」まとめ、会員に告示した。 

・患者の権利擁護の基本規定である「精神保健福祉法」の改訂にあたっては

積極的に提言を行っている。 

２．全国自治体病院協議会 

・権利擁護のためには、十分な医師、看護師、コメディカル職員の確保が条

件となるが、医療法の実質的「精神科特例」が撤廃されておらず、医療法

の改正と一般科並みの診療報酬を要望し続けている。 

３．（独）岡山県精神科医療センター 

  ・10年前から独自の試みとして、月 1回の無料法律相談を開設している。 

弁護士は、岡山弁護士会から無料で派遣されている。 

       （病院の理念は「患者の尊厳回復を第一に・・・」としている）          

 

（2）「患者・被験者の諸権利の法制化」について  

      精神科医療では、精神保健福祉法により多くの点は法律で規定されている。 

      しかし、長年の社会的入院のために生活能力を喪失した人々への支援策が

ないままである。 

      また、明確な意思表示ができない人々の権利擁護には、細心の留意 

を要する。 

また、権利とともに、患者としてのマナーを謳うことが必要ではないか。  

資 料 ４ 



１．医療崩壊に象徴される医療（特に医師と患者の関係）を取り巻く環境について

（１）モンスターペイシェント化する患者と疲弊する医療従事者

（２）医療訴訟の多発とその影響

２．パンデミック発生時の対応について

（１）パンデミック発生時の混乱が法になじむか

（２）最近の若い医師の志向（自己中心、家庭中心）

以上のことからも、「患者・被験者の諸権利の法制化」について、慎重な取り組みが必要と考える。

平成20年2月22日

以上

特定・特別医療法人　頌徳会

理事長　　日野　頌三
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